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航 空 事 故 調 査 報 告 書

雄 飛 航 空 株 式 会 社 所 属 ＪＡ３７０８

平成１７年 １ 月２８日

航空・鉄道事故調査委員会



本報告書の調査は、雄飛航空株式会社所属JA3708の航空事故に関し、航

空・鉄道事故調査委員会設置法及び国際民間航空条約第１３附属書に従い、

航空・鉄道事故調査委員会により、航空事故の原因を究明し、事故の防止

に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うため

に行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造



雄飛航空株式会社所属 ＪＡ３７０８
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航空事故調査報告書 

 

所  属 雄飛航空株式会社 

型  式 セスナ式１７２Ｍ型 

登録記号 ＪＡ３７０８ 

発生日時 平成１６年９月１１日１１時２７分ごろ 

発生場所 兵庫県養父
や ぶ

市 

 

 

平成１７年 １ 月１２日 

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決 

委 員 長  佐 藤 淳 造（部会長） 

委   員  楠 木 行 雄 

委   員  加 藤   晋 

委   員  松 浦 純 雄 

委   員  垣 本 由紀子 

委   員  松 尾 亜紀子 

 

 

１ 航空事故調査の経過 

 

１.１ 航空事故の概要 

雄飛航空株式会社所属セスナ式１７２Ｍ型ＪＡ３７０８は、平成１６年９月１１日

（土）、写真撮影のため、機長及び同乗者１名の計２名が搭乗して但馬飛行場を離陸

して飛行中、１１時２７分ごろ、兵庫県養父
や ぶ

市八鹿
よ う か

町の山中に墜落した。 

搭乗者の負傷  機長  軽傷 

        同乗者 重傷 

航空機の損壊  機体 大破   火災発生なし 

 

１.２ 航空事故調査の概要 

主管調査官ほか１名の航空事故調査官が、平成１６年９月１２日～１４日、２７日

及び１０月１５日、現場調査、機体調査及び口述聴取を実施した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 
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２ 認定した事実 

 

２.１ 飛行の経過 

雄飛航空株式会社（以下「同社」という。）所属セスナ式１７２Ｍ型ＪＡ３７０８

（以下「同機」という。）は、平成１６年９月１１日、機長が左前席に、同乗者（カ

メラマン）が左後席に着座し、写真撮影のため、但馬飛行場を１０時０３分に離陸し

た。 

同機は、養父市養父町、関宮町及び八鹿町上空において写真撮影を実施した後、八

鹿町西方に位置する妙見山
みょうけんさん

（標高１,１３９ｍ、３,７３７ft）山麓の谷間を上昇中、

山の中腹部に墜落した。 

大阪空港事務所に通報された飛行計画は、次のとおりであった。 

飛行方式：有視界飛行方式、出発地：但馬飛行場、移動開始時刻：１０時０５

分、巡航速度：９０kt（１０４mph）、巡航高度：ＶＦＲ、経路：養父～出石

～香住～浜坂～岩美～村岡、目的地：但馬飛行場、所要時間：２時間５５分、

飛行目的：写真撮影訓練、持久時間で表された燃料搭載量：５時間００分、搭

乗者数：２名   

事故に至るまでの飛行の経過は、機長及び同乗者の口述、機長が同機に持ち込んで

いた米国ＧＡＲＭＩＮ社製ＧＰＳＭＡＰ２９５（以下「ＧＰＳ」という。）に記録さ

れていた航跡データによれば、概略次のとおりであった。 

同機は、但馬飛行場を離陸後ＪＲ山陰本線沿いに南下、養父町等の上空経由、

１１時２２分ごろから八鹿町の市街地から妙見山に向かってほぼ西向きの比較

的緩やかに標高が上がっていく谷間のほぼ中央部を飛行し、カメラマンは、家屋

を対象として写真撮影を実施した。機長の口述によれば、目視により対地高度約

３００ｍ（約１,０００ft）で飛行した。ＧＰＳの記録では対地高度は概ね 

２１０～２６０ｍの範囲内であった。 

機長は、妙見山山頂に向かって勾配が急になり始める八鹿町石原地区で反転し

ようと考えた。しかし、同地区の写真撮影を終えた時点で、周辺の地形の状況は

その場で旋回して反転するのには不適であると判断した。機長は、エンジン出力

をフルパワーとして、計器速度を概ね７０mphに保ち、山越えを意図して上昇を

開始した。このときの飛行高度は約３９０ｍ（約１,２８０ft）であった。機長

は、妙見山及び針路前方の稜線の標高を約７６０ｍ（約２,５００ft）程度と推

測していた。稜線の実際の標高は約１,０００ｍであった。その後、同機は飛行
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高度を当初の予測ほどには獲得できず谷間の左右の稜線より高い高度に出るこ

とができなかった。機長は、山越えができない場合でも、そのうち開けた場所に

出て谷間を抜けることができるかもしれないと期待し飛行した。途中、旋回反転

も考慮したが、バンクを取ることによって失速速度が増大し、失速とこれに引き

続くスピンに陥ることを懸念し、谷間での上昇を継続した。機長は、６０mphを

切ると失速するので、約２割増しである７０mphの保持が必要であると考えてい

た。ＧＰＳの記録によれば、墜落直前までの定常的な上昇中の対地速度は概ね 

７０mphを中心に、６８～７５mphの範囲内にあった。 

飛行高度が上がるにつれ谷間の幅が狭くなり、対地高度が徐々に少なくなって

きた。機長は、飛行高度２,０００ftを過ぎたころ、昇降計の指示値がほぼゼロ

となり、速度計の指示値が６０mphを切っていることを確認した。機長は、スト

ールに陥るかもしれないと予測し、ピッチを上げないように気を付けていた。そ

の後、機体が立ち木に衝突し、気が付いたときは山中に墜落していた。機長は、

立ち木に衝突する前に航空機が失速した兆候は感じていなかったが、同乗者によ

れば離陸上昇中の失速を模擬した訓練を行ったときのような失速の体感があっ

た。 

ＧＰＳの記録によれば、谷間を上昇中１１時２６分３４秒まで同機の対地速度

及び上昇率はほぼ一定であった。その後、同２６分４０秒までの６秒間、同機は

飛行高度６８９ｍを維持し、対地速度が５９mphまで減少していた。それ以降、

対地速度及び飛行高度が減少し、同２６分５７秒に記録が途絶えていた。 

機体が停止した後、機長は、左翼付根部から燃料が流出しているのを確認し、

電源系統のマスタースイッチ及び燃料操作弁をオフとした。機長は、このとき又

は墜落前に、スロットルをアイドルにしたとの記憶はなかった。機長は、火災発

生の危険を感じたため、後席の同乗者とともに後席右側の写真撮影窓から急いで

機外に脱出した。機外に出た後で腕時計を見たら１１時３２分であった。 

機長は、携帯電話で兵庫県但馬空港管理事務所及び警察に事故が発生した旨を

連絡し、救出を待った。１４時０３分に機長が事故現場付近で、１４時５８分に

同乗者が事故現場から少し離れた斜面を下った場所で消防防災ヘリコプターに

より救出された。 

現地付近は視程良好であり、風はほとんどなく、気流は安定していた。 

 本事故の発生地点は、妙見山の東南東側山腹、標高約６７５ｍで、事故発生時刻は

１１時２７分ごろであった。 

（付図１及び写真１、２参照） 

 

２.２ 航空機乗組員等に関する情報 
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機 長    男性 ６４歳 

事業用操縦士技能証明書（飛行機）         昭和４５年 １ 月 ６ 日 

限定事項 陸上単発機                           昭和４５年 １ 月 ６ 日 

陸上多発機                           平成 ５ 年 １ 月２８日 

第１種航空身体検査証明書 

有効期限                                  平成１７年 ９ 月１３日 

総飛行時間                          １４,６９９時間３２分 

最近３０日間の飛行時間                    ３２時間０７分 

同型式機による飛行時間                        ３２時間０７分 

最近３０日間の飛行時間                                ３２時間０７分 

 

２.３ 航空機に関する情報 

2.3.1 航空機 

型    式                      セスナ式１７２Ｍ型 

製 造 番 号                       １７２６２１９７ 

製造年月日                     昭和４８年 ９ 月１４日 

耐空証明書                     第東－１６－１５３号 

 有効期限                                       平成１７年 ６ 月 ８ 日 

耐空類別                     飛行機 普通Ｎ、実用Ｕ又は特殊航空機Ｘ 

総飛行時間                        ５,９４１時間０９分 

定期点検（２００時間点検、平成１６年５月２１日実施）後の飛行時間               ３４時間１３分 

事故当時の重量及び重心位置     １,９５１lb、４３.２６inと推算され、

許容範囲内にあったものと推定される。 

 

2.3.2 エンジン 

型   式              ライカミング式Ｏ－３２０－Ｅ２Ｄ型 

総使用時間                                         ３,６０１時間５２分 

定期点検（２００時間点検、平成年１６月５日２１実施）後の使用時間        ３４時間１３分 

 

2.3.3 航空機各部の損壊の状況 

(1)  左右主翼      破損 

(2)  左翼フラップ    破損 

   (3)  風防      一部損傷 

 

2.3.4 燃料及び潤滑油 
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燃料はＡＶＧＡＳ１００、潤滑油はフィリップス２０Ｗ－５０であった｡ 

 

2.3.5  航空機の所有及び使用 

  同社は、個人所有機を、契約に基づき、個人と共同使用していた。同機の当日の

飛行は、カメラマンの写真撮影訓練のための社用飛行であった。なお、同社の航空

機使用事業における事業機は回転翼航空機のみであり、飛行機は含まれていない。 

（付図２参照） 

 

２.４ 気象に関する情報 

事故現場の北東約１６キロメートルに位置する但馬飛行場の事故関連時間帯の観

測値は、次のとおりであった。 

11時00分 風向 変動、風速 １kt、卓越視程 １０km以上、雲 雲量 

 ３／８  雲形 積雲 雲底の高さ ２,０００ft、気温 ２４℃、  

露点温度２０℃、高度計規正値（ＱＮＨ) ３０.２０inHg 

12時00分 風向 変動、風速 ３kt、卓越視程 １０km以上、雲 雲量 

 １／８  雲形 積雲 雲底の高さ ２,０００ft、気温 ２７℃、  

露点温度２１℃、高度計規正値（ＱＮＨ) ３０.１８inHg 

 

２.５ 事故現場に関する情報 

2.5.1 事故現場の状況 

事故現場は、但馬飛行場の南西約１６kmに位置する妙見山山頂から、方位約 

６７°、距離約１,４４０ｍの傾斜約３３°の斜面上であり標高は約６７５ｍであ

った。周辺一帯は、直径約２５cm、高さ１０ｍ強の杉林であった。 

同機が最初に衝突したと推定される杉の木４本が中間から折れていた。この杉の

木から同機の停止位置までの方位は約２９０°であり、同機の墜落前の飛行針路と

ほぼ一致していた。同機は、その後２、３本の木に衝突し、機首を右に振った状態

で左主翼が斜面に衝突していた。同機は、最初に杉の木に衝突した位置から約１５

ｍの地点で、右主翼付根部が杉の木に当たり、機首方位約３４０°、機体が左にわ

ずかに傾いた状態で停止していた。 

 

2.5.2  損壊の細部状況 

  同機の左右主翼の前縁が、数ヶ所、杉との衝突でくぼんでいた。左右主翼の胴体

への取付金具が湾曲していた。左主翼が後方に約６０°曲がり、右主翼も数度後方

へ折れ曲がっていた。左翼のフラップがめくれ上がっていた。機首部及び風防の一

部が損傷していた。その他の機体各部（キャビン、胴体部、水平・垂直尾翼）には
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損傷はほとんどなかった。機体全体としては、各部に分離することなく一体を留め

ていた。燃料タンクは左右とも破損し、残燃料はほとんど機外に流出していた。 

 

2.5.3  機体等の調査 

斜面と後方に折れ曲がった左主翼が胴体左側を圧迫し、右ドアは衝撃でロック状

態になっていたため、機外への脱出が可能な場所は後席右の撮影窓のみであった。 

電源系統のマスタースイッチ及び燃料操作弁はオフ位置になっていた。 

ミクスチャーはフルリッチ、スロットルはアイドル位置からわずかに開いた位置

にあった。 

機内には５０万分の１航空図及びＧＰＳが残されていた。 

エンジンから点火栓を取り外し調査したところ異常は認められなかった。 

 

２.６ 事実を認定するための試験及び研究 

2.6.1  ＧＰＳの位置誤差 

  同機が但馬飛行場を離陸したときのＧＰＳに記録されていた航跡データを図面

等と比較したところ、次のとおりであった。水平方向については、同機は駐機位置

からほぼ滑走路中心線上を移動していた。垂直方向については、飛行場標高に一致

していた。 

ＧＰＳの測定値には、航空機の速度や高度が急激に変化した場合は、これに伴う

位置誤差が生じるとされている。同機のＧＰＳの記録が途絶えていた時刻からさか

のぼって１５秒間、同機はそれまでの飛行方向の逆方向に進んでいたように航跡が

記録されていた。 

以上から、ＧＰＳの記録は本事故の解析に当たって、定常的な上昇であった１１

時２６分３４秒までについては、誤差はないものとして取り扱った。この時刻以降

は、ＧＰＳの位置データは使用せず、高度変化のみを解析の対象とした。 

   

2.6.2  同機の上昇性能及びＧＰＳの記録 

同機の製造者であるセスナ社発行のパイロット・オペレーティング・ハンドブッ

クによれば、事故時の推定条件（重量１,９５０lb、高度２,３００ft、気温２１℃）

に対応したフラップアップでの最良上昇角速度は６９mph、最良上昇率速度は８６

mphである。 

ＧＰＳに記録されていた航跡データによると、同機の上昇経路は次のとおりであ

った。同機がフルパワー、対地速度約７０mphで飛行した区間の上昇角は平均して

約４.０°であった。 

同機は、墜落直前に、１１時２６分３４秒から同２６分４０秒までの６秒間飛行
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高度６８９ｍを保持、その間に対地速度が５９mphまで減少し、その後、対地速度

及び飛行高度が減少していた。高度６８９ｍに到達した時点の対地高度は約５０ｍ

であった。 

（付図１参照） 

 

2.6.3  同機が上昇飛行した谷間の地形及び飛行高度 

 同機は、石原地区を含む急峻な地形を右に見ながら右にカーブしている上り勾配  

の谷間に入っていった。この急峻な地形は、同機が石原地区に差し掛かった時点で

は同機の右前方の視界を遮っており、同機から谷間の全体が見通せない状況にあっ

た。この針路右側の急峻な地形の標高は約５００ｍ、谷間の左側の地形は標高約

６００ｍである。同機の、石原地区の写真撮影終了時の飛行高度は約３９０ｍ（対

地高度約２１５ｍ）であった。 

 同機は、概ね谷間の最下部上空を飛行していた。飛行経路直下の地形は次のとお

りである。石原地区の手前の地形勾配が変化し始める標高約１４２ｍ（同機の飛行

高度は約３４０ｍ）の地点を計測の起点として、事故現場までの平均斜度は約 

５.８°、標高６００ｍ地点から事故現場までの平均斜度は約１４.０°、事故現場

の斜度は約３３°であった。 

なお、機長が越えようとした針路前方の稜線の標高は約１,０００ｍであり、上

記起点から事故現場を経由する直線上で計測した場合の斜度は約８．７°であった。 

同機が墜落した地点から約２００ｍ西方で、同機が上昇した谷間は終っている。

事故現場近くの標高約７１０ｍの地形に沿って北方約３００ｍには同機が上昇し

た谷とほぼ平行の別の谷がある。 

（付図１参照） 

 

2.6.4  同機が上昇飛行した谷間の幅と機体の旋回性能 

   同機が上昇した谷間の幅は、石原地区から飛行経路に沿って西方へ約１kmの間は

飛行高度と同等の標高の左右の地点で計測すると、約５００ｍであった。約１km

以遠の谷間については、谷間の幅が漸次減少し、事故現場付近では約１００ｍであ

った。同機が飛行した速度７０mphの場合、当時の重量約２,０００lbでは、バンク

３０°での旋回半径は約１７５ｍ（直径は約３５０ｍ）、失速速度は５７mphとな

る。バンク４５°では、それぞれ約１００ｍ（直径約２００ｍ）、６３mphとなる。 

 

2.6.5 同機が写真撮影のため飛行した場所の地形 

   同機は、付図１に示すとおり、各地区において相当数の旋回を行っている。こう

した場所では、最後に写真撮影を実施した石原地区の近くを除き、飛行経路下の地
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形は平坦であり、谷間の幅は１km以上あった。飛行高度以上の地形の中ではあった

が、同機は約２５０ｍの旋回半径で飛行しており、旋回は問題なくできる状況であ

った。 

 

２.７ その他必要な事項 

2.7.1 飛行前の打ち合わせ 

  機長は、同機の出発前、カメラマンと当日の飛行について、次のとおり打ち合わ

せを実施した。 

天候及び当日までに既に写真撮影を実施した区域などを考慮し、但馬飛行場を

離陸後、南下、養父市等の写真撮影後北上し、海岸地域の写真撮影を行うことと

した。行動区域の確認に当たっては、５０万分の１航空図及び道路地図を用いて

飛行予定経路を確認した。 

 

2.7.2 機長の同機への搭乗経験及び他の搭乗機種              

  機長は、平成１６年５月１７日、同社に入社し、初めてセスナ式１７２Ｍ型機（以

下「セスナ」という。）を操縦した。機長は、平成１６年８月１１日から６回計

１０時間５７分間、同機に搭乗し、関東平野において写真撮影訓練を実施していた。

山岳地域での写真撮影は、過去に経験がなく、９月１日以降但馬飛行場周辺におい

て初めて実施した。これらの地域には2.6.5と同様の地形があった。 

  セスナ以外の平成元年以降の搭乗機種及び飛行時間は、次のとおりである。 

  パイパー式ＰＡ－２８Ｒ－２０１型（以下「パイパー」という。）        

１,５４０時間 

ビーチ式Ａ３６型                     ３,１７３時間 

ビーチ式５８型                                ７５９時間 

ビーチ式Ｃ９０Ａ型                        ６時間 

これら４機種のうち、常用速度域が最も低いのはパイパーである。 

 

 

３ 事実を認定した理由 

 

３.１ 機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい

た。 

 

３.２ 同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。なお、
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機長の口述及び機体調査の結果から、事故発生まで同機には、異常はなかったものと

推定される。 

 

３.３ 同機が墜落に至った状況 

2.6.2及び2.6.3で述べたように、同機は、平均斜度約５.８°の谷間を平均約

４.０°の上昇角で上昇を継続したことから、同機の対地高度は徐々に減少した。同

機は、飛行高度６８９ｍに達し対地高度約５０ｍとなった後、失速状態に陥り、標高

約６７５ｍ地点に墜落したものと推定される。 

 飛行高度６８９ｍを維持していた６秒間に対地高度は更に減少したと推定される

が、2.6.1で述べたようにＧＰＳの誤差が大きくなっていると推定されるため、飛行

高度の低下が始まった時点の対地高度は特定できなかった。 

（付図１参照） 

 

３.４ 墜落時の状況 

 2.6.2で述べたように、ＧＰＳの記録によれば、同機は１１時２６分３４秒から６

秒間一定高度を保った後、降下している。この降下は、同機が過大な迎え角により揚

力が減少し、失速状態に陥ったことを示すものと推定される。過大な迎え角となった

のは、杉に衝突する直前に針路上の地形の斜度が急激に大きくなったことに伴い、機

長が機首を引き上げたことによるものと考えられる。 

 その結果、飛行速度が減少した状態で機体は墜落したものと考えられる。 

 なお、2.5.3で述べたように、スロットルがほぼアイドル位置にあったことから、

機長が衝突直前に無意識にパワーを絞り、このことが機体の飛行速度をより減少させ

た可能性もあるが、事実関係を明らかにすることはできなかった。 

（付図１参照） 

 

３.５ 機長が、谷間を上昇中、反転しなかったことについて 

 2.6.4の試算によれば石原地区から約１kmまでの間はバンク３０°での旋回反転は

理論的には可能であった。しかし、実際の状況下では、次の理由から反転の実行に至

らなかったものと考えられる。 

(1) 旋回半径の見積もりが大きかったこと 

機長は、飛行経験豊富であるが、使用速度域が同機より大きい機種に搭乗し

てきた。2.7.2で述べたとおり、機長が経験していた機種のうち最も常用速度

域が低いのはパイパーであり、これとセスナとで旋回半径を対比すると次のと

おりである。３０°バンクでの旋回半径は、最良上昇角速度にほぼ等しい速度

６１kt（７０mph）のセスナで１７４ｍであるのに対して、最良上昇角速度
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７８ktのパイパーでは２８５ｍと約１.６倍になる。旋回半径は、機種にかか

わらず、速度とバンクのみで決定される。しかし、長期間一定の機種に搭乗し

た場合、その機種の常用速度域に対応した旋回半径の見積もりはパイロットに

体感として残ることが考えられる。 

このことから、セスナにとっても限界に近い幅の谷間で、過去の経験から所

要旋回半径を大きめに見積もり、反転は困難であると判断し、反転離脱の機会

を逸した可能性が考えられる。 

(2)  旋回に伴う失速速度の増大と失速に対する強い懸念があったこと 

機長は、上昇速度が失速速度に対して余裕が少ないため、旋回に伴う失速速

度の増大が失速を引き起こす恐れがあることについて強く警戒していた。した

がって、上記(1)とあいまって旋回をためらったものと考えられる。 

さらに、旋回による飛行速度の減少も考慮しなければならない。しかし、既

にフルパワーを使用していたため、旋回に伴う速度の減少を防ぐには飛行高度

を下げるしかない。その場合、谷の断面形状がＶ字形のため飛行高度の低下が

谷間の幅の減少を招き、かつ、対地高度も減少することから、高度を下げなが

ら旋回することもできなかったものと考えられる。 

(3)  当該谷間を上昇中、反転する以外に谷間から離脱する方策がないという判断

をしていなかったこと 

機長は、次項３.６に述べるように上昇を継続することで谷間を離脱できる

可能性があると期待していたため、旋回反転を選択するには至らなかったもの

と考えられる。 

 

３.６ 機長が、谷間に沿って上昇を継続する判断をしたことについて 

同機は、当初越えようとした標高約１,０００ｍの稜線よりはるかに低い標高約

６７５ｍの地点に墜落した。これは、2.6.2、2.6.3及び３.３で述べたように、同機

の上昇性能を上回る斜度を有する地形に対して上昇を継続したことによるものと推

定される。 

 ２.１に記述したように、機長が、石原地区の写真撮影終了後、谷間に沿って上昇

する判断をした背景は次のようなものであると考えられる。 

  (1) 上昇性能の把握 

機長は、同機の上昇性能が飛行しようとする地形に対応したものかどうかを

的確に把握していなかった。このため、機長は、目視による地形の見え具合に

より、飛行針路前方の稜線を越えることができると誤って判断した。 

  (2) 航空図の縮尺 

機長が、飛行前準備で使用し、かつ、機内に携行した航空図の縮尺が５０万
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分の１であり、山岳地形を的確に読み取るにはやや不適であった。このため、

稜線の標高を実際よりも低く見積もり、山越えが可能であると判断した。 

  (3) 谷間の地形把握 

2.6.5及び2.7.2で述べたように、９月１日以降、但馬飛行場周辺での写真撮

影で飛行した空域には谷間状の地形もあった。しかし、これらの場所では、特

に旋回半径を意識することもなく反転又は通過が可能であった。事故当日の最

後の撮影場所である石原地区を通過した後、上記の体験が念頭にあり、いずれ

低い地形が出現して、その時点で谷間を抜けることができるものと漠然とした

根拠のない期待感を持って飛行した。 

  (4)  安全高度の確認 

事故当日の飛行中、同機は写真撮影中、対地高度約２１０～２６０ｍの範囲

で飛行していた。この対地高度は、2.6.3で述べたように、石原地区の場合、

同地区を含む急峻な地形の標高約５００ｍより約１１０ｍ低い飛行高度であ

ったことから、安全を確保する上では十分な飛行高度ではなかった。同機が実

際よりも１１０ｍ以上高い高度で飛行していれば谷間に入ることはなかった。 

また、2.6.3で述べたように、標高約７１０ｍの地形を経由して事故現場の

北方には別の谷がある。同機がＧＰＳの記録上６８９ｍまで上昇しており、高

度差が２１ｍであることを考慮すると、石原地区を実際よりも約５０ｍ高い高

度で飛行しておれば、この谷に抜けることができた。 

上記の各点に共通しているのは、飛行前の準備が不足していたことである。 

飛行前の入念な準備により、山岳地形、特に谷間の地形を飛行する場合は、必要と

する場合いつでも旋回反転できる空域を確保し、それが困難な場合は左右の稜線より

高い高度で飛行できるように計画すべきである。 

そのため、機長は、こうした山岳地形の飛行をする場合は、更に詳細な確認が可能

な縮尺の地図を使用して入念な飛行前準備をすべきであったと考えられる。 

また、地図データを三次元処理し、鳥瞰図等で地形を確認できるコンピュータ・ソ

フトなどを利用することにより、安全性の向上が期待できるものと考える。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、航空機の上昇性能を上回る斜度を有する谷間の左右の稜線を越えること

ができず、継続して上昇したため、斜面に墜落して、機体を大破するとともに、搭乗

者が負傷したことによるものと推定される。 
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なお、航空機の上昇性能を上回る斜度を有する谷間の左右の稜線を越えることがで

きず、継続して上昇したことについては、地形に対応して安全に飛行できる高度及び

経路の設定について事前の準備が不足したことが関与したものと推定される。 









≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」


